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１．事業目的 

本調査研究においては、認知症高齢者グループホームにおいて先進的に実施してい

る伴走型相談支援の内容や、地域包括支援センターの総合相談において対応している

継続的な支援の事例等を収集するとともに、収集した事例等のノウハウや認知症高齢

者に関する既存の相談支援マニュアル等を参考に、認知症高齢者グループホームにお

ける伴走型相談支援マニュアルを作成する。  

２．事業結果の概要  

調査と考察を踏まえ、認知症伴走型相談支援についての整理を行い、その内容をふ

まえ、「伴走型相談支援マニュアル」を作成した。  

（１）認知症における伴走型相談支援の考え方  

認知症における伴走型相談支援は、在宅の認知症の人とその家族に対し、認知症

の経過に沿って生じる生活上の課題について、認知症に精通した人々が継続して相

談支援を行うこと、理解を促しながら適切な情報を提供し、症状に合わせた対応の

工夫や生活環境の改善、家族関係の調整に向けた助言、社会参加の場の紹介による

参加の促し等を行ってその解決や改善を図ろうとするものである。  

（２）伴走型支援拠点  

伴走型相談支援を行う拠点が必要となるが、伴走型相談支援は高齢者等が生活を

営む地域で実施されることが必須であること、伴走型相談支援を行う上では介護保

険や総合事業で行われるサービスや地域で行われている活動等との結びつきも想定

されること等から、認知症高齢者グループホームをはじめとする地域の既存資源を

活かして設置する。  

（３）伴走型支援拠点に寄せられる相談  

認知症の人やその家族が伴走型支援拠点につながるには、伴走型支援拠点に直接

相談が寄せられるケースのほか、地域包括支援センターや地域の事業者、団体を経

由して相談が寄せられるケースが考えられる。また、地域の事業者や団体等から、事

業や活動に取り組む上での認知症に係る専門相談が寄せられることも想定される。  

（４）伴走型相談支援を想定する期間や範囲等  

伴走型相談支援の主たる実施期間は、要介護認定がなされて担当のケアマネージ

ャーが決まるまでが想定されるが、在宅生活を送る中での認知症に係る課題等は引

き続きあるものと想定されること、担当ケアマネージャー等から認知症に係る相談

もあると考えられることから、在宅生活を送る期間（在宅復帰を含む）とする。  

３．今後の展開 

令和 3年度より認知症総合戦略推進事業の中に創設される「認知症伴走型支援事業」

に取り組み、伴走型支援拠点となろうとする認知症高齢者グループホームに向けて、

マニュアルの普及活動を進めていく。 


